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１．変更申請の概要
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（１）申請理由
 ウラン濃縮加⼯施設の経年劣化に関する技術的な評価（以下「評価」とい

う。）については、2021年９⽉27⽇に前回実施した評価から10年が経過
する。

 そのため、核燃料物質の加⼯の事業に関する規則第７条の４の２及び保
安規定第41条に基づき、評価を実施した。

 この評価結果に基づき、⻑期施設管理⽅針（始期）を変更するため、
2021年８⽉10⽇に保安規定変更認可申請をした。

（２）申請概要
変更前 変更後

添付３ ⻑期施設管理⽅針
（第41条関連）

１．加⼯施設の⻑期施設管理⽅針（始期︓2011年9⽉26
⽇、適⽤期間︓10年間）
⾼経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項⽬はなし。

添付３ ⻑期施設管理⽅針
（第41条関連）

１．加⼯施設の⻑期施設管理⽅針（始期︓2021年9⽉27
⽇、適⽤期間︓10年間）
⾼経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項⽬はなし。

附 則（令和 年 ⽉ ⽇ 原規規発第 号）
１．この規定は、2021年9⽉27⽇から施⾏する。



２．ウラン濃縮加⼯施設の概要と保全実績
（１）ウラン濃縮加⼯施設の概要
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〇主な経緯
加⼯事業許可 1988年8⽉10⽇
建設⼯事開始 1988年10⽉14⽇
事業開始 1991年9⽉27⽇

〇運転実績
RE-1⽣産運転開始 1992年3⽉27⽇
RE-1⽣産運転停⽌ 2005年11⽉30⽇
RE-2⽣産運転開始 1997年10⽉17⽇
RE-2⽣産運転停⽌ 2010年12⽉15⽇
RE-2⽣産運転開始(新型遠⼼分離機) 2012年3⽉9⽇
RE-2⽣産運転停⽌(新型遠⼼分離機) 2017年9⽉12⽇

〇主要仕様

⽣産能⼒
RE-1:600tSWU/y
RE-2:450tSWU/y

濃縮⽅法 遠⼼分離法



機器 実施時期 内容
ウラン濃縮建屋 2017年〜

2020年
⾬漏れ対策として屋上防⽔層の補修を実施。

2019年9⽉ 壁、床の全⾯補修を実施。
2A遠⼼分離機 2011年12⽉ 2A遠⼼分離機(新型遠⼼分離機)の更新(75ｔSWU/y)を

実施。
天井⾛⾏クレーン 2020年7⽉〜 天井⾛⾏クレーンB号機のホイスト部グリス劣化をうけて、当該ク

レーン及び他クレーンホイスト部の分解点検を実施中。
ダクト 2017年6⽉ 更⾐エリア天井裏排気ダクトの腐⾷をうけて、ダクトの交換を実

施。
2019年3⽉〜 分析室天井裏排気ダクトの腐⾷をうけて、ダクトを交換中。

排⾵機 2020年7⽉〜 1号中間室系排⾵機C号機のコイル絶縁劣化をうけて、当該機
器及び他送排⾵機についてコイル巻き直しを実施中。

管理廃⽔処理設備 2013年3⽉ 管理廃⽔処理設備の更新⼯事を実施。
ディーゼル発電機
制御盤

2017年7⽉ ディーゼル発電機制御盤からの発⽕をうけて、焼損した電磁接
触器の交換及び他制御盤の電磁接触器の交換を実施。

2020年9⽉〜 上記事象をうけて、ディーゼル発電機制御盤の更新を実施中。

２．ウラン濃縮加⼯施設の概要と保全実績
（２）過去10年間に実施した主な保全実績

許認可対象設備に対して、実施した過去10年間の主な保全実績を以下に⽰す。
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３．経年劣化に関する技術的評価の概要
（１）経年劣化に関する技術的な評価の要求事項
【核燃料物質の加⼯の事業に関する規則】
第７条の４の２（加⼯施設の経年劣化に関する技術的な評価）
２ 前項の評価は、⼗年を超えない期間ごとに再評価を⾏い、この再評価の結果に基づき、
次の⼗年間に実施すべき当該加⼯施設についての施設管理に関する⽅針を策定しなければ
ならない。

第８条（保安規定）第１項第16号
加⼯施設の施設管理に関すること（使⽤前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関す
ること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び⻑期施設管理⽅針を含む。）。

【加⼯施設における保安規定の審査基準】
加⼯規則第８条第１項第16号（加⼯施設の施設管理）
２ 加⼯施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することについては、「加⼯施設及び再処
理施設の⾼経年化対策に関する基本的考え⽅」（平成 20・05・14 原院第２号（平成２
０年５ ⽉１９⽇原⼦⼒安全・保安院制定））等を参考とし、加⼯規則第７条の４の２
に規定された加⼯施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための⼿順及び体制を
定め、当該評価を定期的に実施することが定められていること。
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３．経年劣化に関する技術的評価の概要
（２）経年劣化に関する技術的な評価の実施体制

経年劣化に関する技術的な評価の実施体制を以下に⽰す。
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社 ⻑

（総括責任者）
濃縮事業部⻑

（実施責任者）
ウラン濃縮⼯場⻑

品質・保安会議

濃縮安全委員会

核燃料取扱主任者

レビュー実施者
（実施部署）

濃縮保全部
機械保全課
電気計装保全課

放射線管理部
放射線管理課

保全管理課
運営管理課

運転管理課

トップマネジメント

技術評価書及び⻑期施設管理⽅針審議

技術評価書及び⻑期施設管理⽅針審議
実施計画審議

技術評価書及び⻑期施設管理⽅針確認
実施計画確認

技術評価書及び⻑期施設管理⽅針の確認

保安規定変更認可申請

実施計画作成
実施要領作成・承認
技術評価書及び⻑期施設管理⽅針作成
全体調整、進捗管理

評価・調査・改善に係る運転情報の提供経年劣化に関する調査・評価
⻑期施設管理計画の策定

実施計画承認
⻑期施設管理⽅針承認
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３．経年劣化に関する技術的評価の概要
（３）経年劣化に関する技術的評価の実施⼯程

前回評価から10年を超えない期間に実施するとともに、保安規定変更認可を受け
るよう、⼯程管理を実施した。

2021年
2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉

実施計画書作成

実施要領書作成

技術評的価の実施

技術評価書の作成

技術評価書レビュー

⻑期施設管理⽅針策定

会議体付議

保安規定変更認可申請

▼制定
(2/26)

▼改正
(3/19)

▼濃縮安全委員会(7/9)
▼品質・保安会議(7/16)

▼
(8/10)

▼制定
(3/5)

▼改正
(3/19)

▼

項⽬
年⽉
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３．経年劣化に関する技術的評価の概要
（４）評価フロー

評価フローは、「加⼯施設及び再処理施設の⾼経年化対策に関する基本的考え⽅につい
て」（平成20年５⽉19⽇ 原⼦⼒安全・保安院制定）を参考とした。

※︓許認可対象である更新・廃⽌機器
も抽出する。

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

⾚破線部については、次
ページ以降で説明する。
以下に対応ページを⽰す。
(1)︓P9
(2)︓P10
(3)︓P11〜14
(4)︓P15
(5)︓P17



①評価対象機器・構築物の抽出
• ウラン濃縮加⼯施設における全ての機器・構築物の中から、以下の条件で評価対象機器・構

築物を抽出した。
a.安全機能を有する設備*である許認可対象機器・構築物（保全重要度A,B）
b.許認可対象機器・構築物のうち更新・廃⽌する機器・構築物
＊︓「加⼯施設及び再処理施設の⾼経年化対策に関する基本的考え⽅について」においては、評価対象を安全上重要な施設（以下「安重施設」という。）と

して定める設備・機器となっている。しかしながら、ウラン濃縮加⼯施設においては、安重施設がないため、安全機能を有する設備とした。

②評価対象機器・構築物のグループ化・代表機器の選定
• 抽出した評価対象機器・構築物について、以下の9つのグループに分類した。

• グループ化した機器・構築物について、以下の条件で代表機器を選定した。
a.機器仕様（構造、材料）
b.過去の不適合事例
c.使⽤状況（温度、圧⼒、流量等）
d.運転状況（運転時間、作動回数、UF6充填量等） 9

４．評価対象設備と経年劣化事象の抽出
（１）評価対象設備

①建屋・構築物 ④槽・塔 ⑦電気設備
②ポンプ ⑤インターロック（計測制御設備） ⑧機械設備
③配管・弁 ⑥空調設備 ⑨その他設備
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４．評価対象設備と経年劣化事象の抽出
（２）着⽬すべき経年劣化事象の抽出
①着⽬すべき経年劣化事象の抽出
• 前述のグループごとの代表機器について、ウラン濃縮加⼯施設における保全経験、過去の不

適合事例、他施設におけるPLM評価実績等を踏まえ、経年劣化事象の抽出を⾏った。

a.保全経験等からの抽出︓
「減⾁(摩耗、腐⾷)」、「割れ(疲労、応⼒腐⾷)」、「導通(不良)」、「信号(特性変化)」、
「材質変化（劣化）」、「その他(コンクリート強度低下、UF6腐⾷等)」

b. 他施設PLM結果等からの抽出︓
「電気・計装品等の絶縁低下」、「基礎ボルトの腐⾷」

• 抽出した経年劣化事象より本評価において、着⽬すべき経年劣化事象として以下を抽出した。
a.中性化及び塩分浸透によるコンクリート強度低下(1号発回均質棟、2号発回均質棟等)
b.絶縁低下(2号カスケード排気系ロータリポンプ(電動機)、圧⼒伝送器(ケーブル)等）
c.腐⾷による減⾁(基礎ボルト)
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５．経年劣化事象の評価結果
（１）中性化及び塩分浸透によるコンクリート強度低下
〇評価対象機器︓1号発回均質棟、2号発回均質棟等

【健全性評価】
①コンクリートコア抜き試験結果
• 中性化深さは屋内外ともに鉄筋が腐⾷し始める中性化深さに対し、⼤きく下回っていることを

確認した。

• 塩化物イオン濃度測定により算出された鉄筋の腐⾷減量は、かぶりコンクリートにひび割れが
発⽣する時点の51.0×10-4g/㎝²に対し、6.1×10-4g/㎝²であり、今後10年経過を想定
しても8.0×10-4g/㎝²と、⼤きく下回っていることを確認した。

②⾮破壊試験（リバウンドハンマー）による調査結果
• 圧縮強度は、設計基準強度23.5N/mm²に対し、52.7 N/mm²と⼤きく上回っていること

を確認した。

評価対象 調査時点の中性化深さ
（実測値）

調査時点より10年経過後に
おける中性化深さ 鉄筋が腐⾷し始める深さ

1号発回均質棟
屋内 1.0㎝ 4.32㎝ 6.0㎝
1号発回均質棟
屋外 0.2㎝ 2.54㎝ 4.0㎝
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５．経年劣化事象の評価結果
（１）中性化及び塩分浸透によるコンクリート強度低下
【健全性評価（つづき）】
③鉄⾻強度確認
• 鉄⾻の推定耐⽤年数を算出した結果、今後36年（2019年に実施した鉄⾻強度確認時

点から）であることを確認した。

【現状保全】
• 定期的に壁、天井、床、柱の外観点検、クラック・塗装補修及び⾮破壊試験⼜は破壊試験

を実施し、異常のないことを確認している。

【総合評価】
• 現状、中性化及び塩分浸透によるコンクリート強度低下は⾒られず、今後強度低下が急激

に発⽣する可能性は低い。また、現状の保全内容は適切である。

【⾼経年化への対応】
• 現状保全項⽬に⾼経年化対策の観点から追加すべきものはない。



〇評価対象機器︓2号カスケード排気系ロータリポンプ(電動機)、圧⼒伝送器(ケーブル)等

【健全性評価】
• 点検計画に基づく点検により劣化の進⾏を確認している。

【現状保全】
• 定期的に分解点検、消耗品交換、絶縁抵抗測定等を実施し、異常のないことを確認してい

る。

【総合評価】
• 現状保全を継続することで、絶縁低下を把握可能である。

【⾼経年化への対応】
• 現状保全項⽬に⾼経年化対策の観点から追加すべきものはない。
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５．経年劣化事象の評価結果
（２）絶縁低下
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５．経年劣化事象の評価結果
（３）腐⾷による減⾁
〇評価対象機器︓基礎ボルト

【健全性評価】
• 基礎ボルトの⼨法測定を実施し、基準⼨法以内であることを確認した。

【現状保全】
• 定期的に外観点検を実施し、異常のないことを確認している。

【総合評価】
• 現状、腐⾷による基礎ボルトの減⾁は⾒られず、今後減⾁が急激に進⾏する可能性は低い。

また、現状の保全内容は適切である。

【⾼経年化への対応】
• 現状保全項⽬に⾼経年化対策の観点から追加すべきものはない。

基準⼨法/代表機器 ⼨法ｓ ⼨法ｅ ⼨法ｄｓ
JISＢ1180
（M20）

29.16〜
30.00mm

最⼩
32.95mm

19.48〜
20.00mm

Ｂウラン貯蔵室
(廃品シリンダ置台） 29.6mm 33.7mm 19.7mm
2号発回均質室
(2号⼀般パージ系
コールドトラップ）

29.7mm 33.8mm 19.8mm
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５．経年劣化事象の評価結果
（４）耐震安全性評価
○評価対象機器︓建屋・構築物、基礎ボルト

【着⽬すべき経年劣化事象の抽出】
• 評価対象機器について、想定される経年劣化事象（熱、放射線照射、中性化、塩分浸透、

腐⾷、⾦属疲労等）からウラン濃縮加⼯施設の環境条件を踏まえ、着⽬すべき経年劣化
事象として以下を抽出した。

a.コンクリート構造物︓中性化、塩分浸透
b.鉄⾻構造物︓腐⾷
c.基礎ボルト︓腐⾷

【耐震安全性評価】
• 前述の中性化及び塩分浸透によるコンクリート強度低下、海塩粒⼦による鉄⾻腐⾷、基礎

ボルト腐⾷による減⾁に係る評価結果のとおり、現状異常は⾒られず、今後急激に強度低
下・腐⾷する可能性は低い。

• また、現状の保全内容も適切である。

【⾼経年化への対応】
• 現状保全項⽬に⾼経年化対策の観点から追加すべきものはない。



項⽬ 反映・対処した主な事例（カッコ内の年⽉は反映・対処時期を⽰す）

ウラン濃縮加⼯施
設における不適合
事象からの反映結
果

•分析ダクト腐⾷事象を踏まえ、以下の点検項⽬を保全計画に追加した。（2019年3⽉）
ダクト・⽀持構造物の外観点検
ファイバースコープ等による内部点検

•ディーゼル発電機制御盤⽕災事象を踏まえ、以下の点検項⽬を保全計画に追加した。
（2019年２⽉）
電気計装品の交換

•1号中間室系排⾵機電動機の絶縁劣化事象を踏まえ、以下の点検項⽬を保全計画に追加し
た。（2020年9⽉）
コイル巻き直し
排⾵機本体の外観点検（保温材取外し）

他施設からの反映
結果

•製造メーカにおけるディーゼル発電機シリンダライナーの引張り強さ不⾜(製品不良)事象を踏まえ
調査したところ、ウラン濃縮加⼯施設においても同製造メーカ製シリンダライナーを使⽤しており、
引張り強さ不⾜が確認されたため、シリンダライナーを交換した。（2011年6⽉）
•国内原⼦⼒施設におけるディーゼル発電機過給機軸固着事象を踏まえ、以下の作業内容を点
検要領書に追加した。（2019年5⽉）
 レーシングワイヤ孔の⾼さ、孔の状態確認
 取外したタービンブレードの再利⽤禁⽌ 16

５．経年劣化事象の評価結果
（５）最新知⾒及び運転状況の反映
• 経年劣化に関する技術評価においては、今回評価期間（2011年9⽉〜2021年3⽉）の

国内外の最新知⾒及び運転状況について調査・収集した結果、施設管理（保全計画）に
反映⼜は事象へ対処していることを確認した。

【最新知⾒及び運転状況の主な反映・対処事例】
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６．⻑期施設管理⽅針及び今後の取り組み

（１）⻑期施設管理⽅針
• 現状の施設管理を継続することでプラント全体の機器・構築物の⻑期健全性が確保される

ことを確認した。
• 経年劣化への対策として充実すべき課題等についても抽出されなかったことから新たな⻑期

施設管理⽅針は策定しない。

（２）今後の取り組み
• 今回の評価は、現在の最新知⾒に基づき実施したものであるが、今後以下に⽰すような運

転経験や最新知⾒を踏まえ、適切な時期に再評価を実施していく。
材料劣化に係る安全基盤研究の成果
これまでに想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる国内

外の事故・トラブル
関係法令の制定及び改廃
原⼦⼒規制委員会からの指⽰
材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃
点検・補修・取替の実績

• これらの活動を通じて、今後とも安全・安定運転に努めるとともに、安全性・信頼性のより⼀
層の向上に取り組んでいく。


